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樹
把
が
行
う
法

第
十

西
集
固
五
第
一
項

＾
法
珀
十
九

条

固

四

に

畠

い

て

串

月

す

る

窒

口
崔

含

む
．
〕
に

畠

い

て

串

用

す

る

法

第

十

四

集

の

＝

蜻

一

項

田

拍

眈

崔
豊

け

よ

う

と

す

る

者

が
，

法

覧

七

十

八

崇

第

＝

項

の

規
定

に

よ

り

捌

竈

に

制

め

な

け

れ

ぼ

な

昌

な

い

手

徴

料

切
拍

は
，

次

切

告

号

に

掲

げ

呂

匿

分

に

応

じ
、

モ
れ

ぞ

れ

当

傲

各

号

ヒ

定

田

る

邊

と

す

壱
，

匡

聰

品

忙

つ

い

て

価

珀

咀

イ

又

は

口

に

邊

げ

昌

医

薬

品

の

区

分

に

応

Ｕ
、

モ

れ

ぞ

れ

イ

エ

は

口

に

定

由
る
萬

イ

龍
九
粂
第
一

現
篇

一
号
イ
に
掲
げ

る
屋
藁

品

八
十

万
六
千

六
百
目

口

曲
…
九

集

第

一

正
控
蝸
一

号

口

に

担
π

君

医
部

品

＝
十

七
万
千
五
百
円

二

医

自

櫨

器
に

コ

い

τ

価

拍

醒

イ

更

は

ロ
ヒ

掲

庁

る

医
籔

軸

田

の

区

分

に

応

じ
、

モ

れ
ぞ

れ

イ

更

ほ

口

に

定

由

る

稻

イ

第

九
集
第
一
項
第

二
骨
イ
忙
掴
げ
る
医
籔

槻
器

五
十
万
＝

千
六
百

円

口

第

九

集

第

一

項

第

＝

号

□

に

掴

げ

る

医

籔

棚

器

五

万
千
六

百
円

鰭

が

行
う
法

第
十
・
四
条
の
五
第
一
項

＾
法
舘

十
九

粂

切

四

に

培
い

て

串

用

す

看

ｏ

合

崔

含

曲
．
〕
ヒ

由

い

τ

串

用
す

君

怯

第

十

四

免

切

二

第

一

羽

肥

旧

査

を

聖

け

よ

う

と

す

君

者

が
、。

法
鋼

七

十

八

菓

第
一
一
項

の

規

定

に

よ

り

拙

榊

に

納

出

な

吋

れ

ほ

な

昌

な

い

手

敏

料

田

蠣

ほ
、

次

切

各

号

忙

掲

げ

る

匡

分

に

応

じ
、

モ

抗

ぞ

加

当

破

各

号

忙

定

め

君

額

と

す

る
．

一

■

面

に

よ

る

胴
査

■

イ

か
昌

ハ

ま

τ

忙

程

る

区

分
ヒ

応

じ
、

モ

れ

ぞ

れ

イ

か
昌

ハ

ま

で

ヒ

定

め

る

頓

イ

第

九

条

蹄

一

項

第

一

号

イ

に

掲
げ

る

屋

韮

品

二
百
六
十
七

互
ヨ
千

七
百
円

口

第

九

集
邊
川
一

項

第

一

月一
口

に

担

口
昌
旧
国
崇

品

八
十
九
万
＝

千
百
円

ハ

匿
疵
櫨
器

六
十

二
万
四
千
六
百
目

二

裳

地

の

蘭

古

イ

又

は

口

に

担

げ

君

ｏ
古

晒

臣
分

１＝

応

じ
、

モ

れ

ぞ

れ

イ

五

は

口

に

走

喧

君

田

イ

匿
鐵
品
又

時
届

養

器
の
安
全
性
に
関
す
る
非

由

床

嵐

政

固

崇

施

固

讐

｝

に

保

る

皿

芒

…

又
は

吻

に

掲
庁

筍

呵
査

切

区

分

に

応

口
、

モ
れ

ぞ

れ

…

又

は

倒

に

定

め

君
靱

…

当
眩
武

政
壱
実
茄
し
た
加
股
が

国
内
に

苗
る

○

台

晒

調

杏

＝

百

六

万

二

千

四

百

円

ω

当
噛
試

饒
崔
実
抽
し
た
施
股
胡
油
外
に

あ
る

○

合

の

”
査

二

百

＝

十

八

万

＝

千
六

百

円
忙

拙

拙

刷

口

切
旅

讐

相

当

疽

産

加

箏

し

た

竈

ロ

イ

忙

邊

げ

呂

鵯

古

以

外

切

■
杏

㎝
か

昌

㈲

ま

で

に

担

げ

る

囚

査

切

区

掛

１＝

志

じ
、

｛

筆

れ

…

か
后

㈲

自
ｔ

に

定

喧

君

蠣

…

錆

九

朱
第

一
項

萬

一

号

イ

臣

掲

げ

昌

医

藁

品

１＝

コ

い

て

切

眈
珪

＾
当

曲

”

査

の

射

衰
と

な

呂

施

眼

が

国

内

忙

あ
る

幻

合

ヒ

限

る
．
〕

＝

百

十

九
万
三
千
三
百
円

倒

第

九

条

第

一

項

鴉

一

号
イ

に

担

げ

呂

医

藁

品

に

コ

い

て

の

ｏ

古

＾
当
苗

蠣
右

固

謝

皇

と

な

る

施

股

が
掩

外

に

畠

る

幻

台
に

嘔
る

Ｊ

＝

百

四

十
万
九
千
六
百
円
に
柵

聾

＾
晒
旅
讐
相
当
｝

崔

加

＾

し

た

拍

■
－
■
■

－

１

－

倒

第

九
鼻
第
一

現
鴉
一
号
ロ
ヒ
掲
げ
后
医
竈

品

ヒ

コ

い

τ
晒

固
古

＾
当

破

田

杏

切
対

負
と

な

る

施

岨

が

国
内

に
畠

呂

切

合

に

限

る
Ｊ

七

十

五

万
＝
千
六
百
円

凹

第
九
条
第
一
現
第
一
号
口
に
掲
け
届
医
藁

品

に
コ
い
て
の
咀
古

｛
当

震

古
固
蛸
＾
と
な
る

抽

股

が

油

外

ヒ

畠

昔

蟷
合

１＝

咀
る
．〕

七

十

七

万
＝

千
三
百

円
に

櫨

擾
皿
口
晒
旅
讐
相
当
頓
壱

加
貫
し
た
由

㈲

第

九
集
覧
一
項
第
＝
号
イ
に
把
げ
呂
医
痂
槻

器
に

つ

い
て

切

蠣
古

＾
当

政

眈
古

の

対
自

と

な

る
抽

唖

が

国

内
に

あ

る

Ｏ

台

に

阻

る
Ｊ

六

十

一
万
七
百
円

倒

塙

九

塞
珊
一
項
第
二
号
イ
ー＝
掲
げ

る
医
鶉
棚

器
忙

つ

い

て

の

旧
査

＾
当

破

嗣

査

切

拙
虫

と

芭

る
施

股

が

掴

外
に

あ

る
拐

合

に

咀

呂
Ｊ

九

十

四
万
九
千
円
に
棚

邊

■
晒
旅
＾
相
当
帽
由

加

螂
し
た
邊

附

㎜

＾
施

行

期

目
〕

竈
一
鶉

こ
の
政
令
喧
、

彗

撞
及
む
操
血
及
ぴ
哉
血
由

つ

せ

ん

崇

萌

蹄
桂

切

一

部

崔

故
玉

す

る

硅

偉

＾
平

成

十

四

年

睦

律
用

九

十

六

号
〕

の

施
行

の

日

＾
平

戚

十

七

年

四

月

一

目
〕

か

呂

施

行

す

昌
．

た
定

し
．

次

集

切

規

定

は
，

公
布

の

目
か

昌

施

行

す

る
。

＾
僅

辺
措
■
〕

’
一
一
果

萎

法
及
が

操
血
及
ぴ
供
血

あ
つ
せ
ん
崇
聰
肺

法

㊧

一

部

壱

故

正

す

君

法

律

晒

施
行

に
伴

う

出
係

政

申

の
座
＾
に
田
す
る
或
令

膏
士
㎜
十
玉

午
政
命
賞
玉
百
三

十

豆

号
〕

附

則

第

九

条

旧

規

走

に
よ

り
、

Ｅ

田

政

令

の

茄
行

切
目
前
屹

彗

法
及
ぴ
撰
血
及
ぴ
供
血
畠
つ
甘
ん

鶉

軸

蹄

桂

晒

一

部

崔

訣

正

す

る

抽
拉

賃

＝
集

の
規

定

に

よ

君

故
正

償

の

鶉
，

撞

＾
靱

下

「
新

法
」

と

い

う
Ｊ

第

十
一
一
条
舘

一

羽
若

し

く

は

第

十

三

条

堀

一

項

の
許

可

又

は
新
法
第
十

四
集
第
六
項
若
し
く
ほ
銅
八
十
条

摘
一

項

田

”

杢

壱
申

”
す

看

岩

崩

国

に

納

喧

店

け

れ

ほ

な

昌

な

い

手

畝

岬

切

獺
肚
，

モ
れ

ぞ

れ
、

改

正

抵

晒

掬

一

粂
、

第

三

免
，

第

八

集
又

は

第
十

三

虫

に

規

定

す

君

頓

と

す

る
．

口
一一一
鶉

｝
」
画

曲

令

切

施
行

の

緕

現
に

曲

箏

法

及
む

課

血

及
ぴ

俳
血

あ

つ

せ

ん

莞

取
肺

詰

切
一

部
珪

改

正

す

る

怯

蛯
第
＝
鼻
晒
規
定
に
よ
る
改

正
前
田

彗

硅
＾
以
下
『
旧

桂
」

と

い

う

Ｊ

踊

十

四

集

第

七

項

｛
旧

硅

第

十
九

条

田

＝
蜻

四

羽
及

ぴ

窮

＝

十

三

条

に

主

い

て

準

用

す
君

靱

合

崔

含

曲
．
〕
固

規

定

に

よ

る

君

哩

又

喧

旧
世
睦
珊
十

四
集

切

四

切

＝

第
一

項

＾
旧

法
窮

十

九

集

の

四

及
ぴ

第

＝
十

三

曼

１＝

増

い
て

革

用
す

る

Ｏ

合

崔

含

血
．
〕
忙
培

い

τ

串

用

す

る

旧
山
瞳
＾
十

四
茱

切

二

錆

一

項

晒

規

定

に

よ

る

碓

蜴

の

申

｝

崔
し

て
い

君

音

帥

旧

法

第

十

囲

集

第

三

項

＾
同

集
搦
七
項
並
ぴ
ヒ

旧

婆

十

九
索
の
＝
第
四
項
政
ぴ
第

＝
十

三

呉

忙

由

い

て

串

用
す

昌

契
口
崔
告

む
Ｊ

肥

規

定

に
よ
ｏ
報
付
す
る
当
眩
申
肺

に
係
る

匡
軸
品

宿

法
描

十

四
粂

第

三

項

後

融

ヒ

規
定

す

昌
も

切
崔

除

く
Ｊ
、

医

藁

部

外

品
■

化

軸

品

若

し

く

は

厘
底

用

具
田

安

全
性

に

田

す
る

武
肚

モ

晒

他

晒

賦

唖

切

成
拍

に

凹
す

る
黄

料

又

肚

旧
法

塙
十

四

集

切

西

鋪

囲

項

＾
旧

法

第

十

九
条

の

四

政
ぴ

第

＝

十

三

条

ヒ

培

い

て

耶

用

す

る

堀

台

崔

含

血
Ｊ

切

規

定

に

よ

ｏ

舗

付

す

君

当
骸

申

甜

に

係

る

肖

料

＾
旧

澁

帯

十

因

粂

晒

四
第

四

項

憧

段

忙

蜆

定

す

若

医

弗

品

に

係

呂

も

晒

註

除

く
．
〕
に

コ

い

て
，

一
」
の

亜

令

晒

加

行

橿

に
，

抽

立

行

政

桂

人

医

藁

品

匿

憲

櫨
器

静

台

欄

拙

加
、

旧
桂
第
十

四
条

切
二
蝿
一
項

＾
旧
法
第

十
九
舶
の
＝
第

四
項

及

ぴ

第

玉

項

並
む

に

舘

＝

十

三

集

に

お

い

て

串

用

す

る

担

合

を
含

む
。
〕
④

規

定

に

よ

ｏ

行

う

恭

査

又

胆

旧

畦
第

十

西

条

固

四

晒

二

甥

一

項

｛
旧
畦

第
十
・
九
条

切

四

及
ぴ

鏑

＝

十

三

粂

ヒ

由

い

て

串

用
す

君

場

合

崔

含

む
．
〕

に

畠

い

て

串

用

す

る

旧

法

第

十

四

条

切

二

第

一

項

切

規

－

定

に

よ

蓼

行

サ

虻

醐
φ

た
曲
、

モ

晒

醐

貝

崔
－

当

哺

試

噛

崔

貞

施

Ｌ

た

施

囲

又

は

当
諮

置

料

に

関

す

る

醐

査

由

喪

施

し

た

施

岨

切

所

在

地

に

出

亜

吉

せ

呂

必

聖

洲

由

る

と

田

出

る

拐

台

忙

お

い

て

は
、

故

正

前

肥

第

九

架

窒

一

項

又

は

第
六

項

の

規
定

は
、
な

お

そ

切

勤

カ

圭

有

す

る
．

，」
の

坦

合

に

由

い

て
，

故

正

前

の

第

九

集

第

＝

項

舘

＝

号

及

甘

第

六
項

第

二

丹

中

『
七

万

正

千

六

百

円
」

と

畠

る

肥

は
、
『
七

万

三

千

二

百

円
」

と

す

る
．

厚
生
甥
側
⊥
＾
臣

用
辻

秀

久

皿
林
水
虜
⊥
＾
臣

島

村

宜

伸

内
闇
幟
理
犬

臣

小
泉
杣
十

郎

国

民

午

金

法
に

よ

る

故

定
軍

の

改

定

箏

忙

田

す

昔
政

令

を

こ

こ

に

公

布

す

る
．

担

毛

臼

３

．

平
成
十

七
年
三

月
三
十

目

内
閻
描

埋
大
臣

小
泉

純
一
郎

唖
令
，
九
十
＝
号

国

民

年

亜

硅

に
よ

畳
改

定

率

田

改

定

屯

に

閾

す

る

政

令

内

閻

暗
、

国

民

年

命
怯

粛

型
一一
十

四

年

睦

柿

第

百

四

十

一

号
〕

第

＝

十
七

集

の

二

第

四

項

及

ぴ

第

＝

十

七

粂

切
三

第

三
項
一

厚
生
午
面
保
険
法

＾
招
和
＝
十

九
年
桂

律
鏑
百
十
五

量

第
四

±
一
菓

晒
二
第
五
項
及
ぴ
掬

四

±
一
東

切
三

第

四

項

｛
同

抽

附

則

第

十

七

集
の

二
蜻

六

項
忙

由

い

τ

串

用
す

昌

幻

台

左

含

む
．
〕
、

貝

生

年

金

保

険

法

笛

の

一

部

在

改

正
す
昌
詰
控

華

疵
＾
年
法
律
籔
八
十
＝

量

附
則

第
十
六

集
第
一

珀
及
ぴ

第
十
七
集
第
三
項
並
む
に

団
民
年
壷
桂
朝

切
一
部
壷
改
正
す
昌
怯
律

＾
平
戚
十
一
一
年

睦
偉
冤
十
八

ε

陥
則

窮
＝

十
一
茱
第
十
三
項

政
ぴ
附

則
別
裳

第
一
晒
規
症

に

萢
ヨ

昔
，

［

田

政

令

左

制

定

す

君
．

＾
平
戒

十

七

年

星

ヒ

畠

岨

君

国

民

年
金

桂
第

＝

十

七

崇

ヒ

規

定

す

る
設

定

率

晒

苗

定
〕

，

一

鶉

平
戒

十

七

年

庄

ヒ

お

貯

着

国

民

年
金

瞳

用
＝

十

七

条

に

規
定

す

君

改

定

寧

哺
、

一

と

す

る
。

＾
平

庫

十
七

年

庄

ヒ

畠

け

君

口

生

年
金

保

険
怯

舘

四
十

三

条

第

一

項
に

規

定

す

呂

萬

岬

価

串

に

関

す

る

脱

替

え

埴
〕

口

＝

莇

平
成

十

七

年
届

に

由

け

る

口
生

年

金

保

晩
法

第

四
十

三

条

鏑
一

現

１；

規

定
す

着

再

岬
価

串

に

コ

い

て

は
、

同

畦

別
妄

空
別

皇

第

一

の

と

由

ｏ

碗

み
讐

え

τ
、

同
浩

画

規

定

＾
他

切

桂

令

忙

由

い

て
、

引

用
し
、

鞘

用

し
，

又

は

そ

切

例
忙

よ

る

坦

台

吉

台

む
Ｊ

壱

茄

用
す

る
．



号外第 ６９ 号報宮水曜日平成 １７ 年 ３ 月 ３０ 日４３

第

九

十

旦

集

中
一
中
及

ぴ

支
出

官

“

読

規

程

第

十

条

鷺

一

項
」

壱

「

支

出
官

■

監

規

謁

覧

十

粂

籔

一

項

艮
ぴ

財

武

融

賢

貴

金

拮

錺

金

亙

掘

規

則
第

一

条

の

二

第

七

号
」

に

改

弛

る
．

第

九

十

三

条

中

Ｈ
及

び

第
十

四

条

切

三

か

眉

第

十

四

集

屯

五

皇

祀
」

崔

「

鷺

十

四

集

晒

三

か

昌
鴛

十

四
貞

の
玉

ま

で

及

ぴ

蹄

四

十

四

集

切
一
」
第

申

項

ｈ

忙

改

出
．
「
舳

柚
』

由

下

臣

「
又

肚

払

込

み
」
■

崔

加

え

由
’一

。
川

■

■

吐

舘
八

書

菱

奮

岩

長

菖
．

・

－
、

’

－

｝

第

＾

号

■

式

・

削

除

一
・
い

二

■

＾

第
＝
十
一
号

●
式
及
ぴ
錆
巳

十
『

帽
＾
弍
崔
次
切
よ
う
ヒ
改
也
る
．

■

第

二

十

一

号

ｏ

式

及
む

館

＝

十

〇

号
●

式
．一

削

除
．

卦
擁
註
。
σ
蒜
謙

意

辮
｝
島
鞭
浦
刮
ゆ
偶
曽
、錦
副
塾

欝

骨
㌘
貿

伺

＾
日
味
銅
侃
切
簑

入
金

等
の
曼

入
忙

敷
、
昂
特

別
取
披

争
柳
の
一
部
曲
芯
〕

、

誰

濠

雛

搬

稽

淳

蝪
召
浦
墨
手
榊
、岬
聖
十
四
遂

劣
書
“一■
の
一
襲

第

一

粂

第

一

項
第

三

号

中

『
払

込

崔
」

庄

「
払

込
み

を
」

１＝

改
㎞
、一

同

項
に

茨

切

一

号
壱

加

え

｛

四

財
政

聾

賀
金

＾
財
政

融
竈
資
金

頂
暁

金
取

摂
規
則

＾
昭
和
「
］
』
＾
宇
夫

薯

令
鋳
一

蜀

号
．

以
下

『
鴉

唯

金
規
則
』
と

い
う
Ｊ

覧

凧
生

切
＝
珀
一一
玄

及
ひ
財
政

聾

賞
金
が
口

理
及
ぴ
運
用
ゆ
苧
欄
胞

固
す

有
規
則
＾
胆

荊

四
十
九

苧
大
芯
省
令

第
回
十
ｉ

摂

以
下

、
岱

垣
竈
用
規
則
Ｈ

と

い
う
Ｊ
第
四
汁
Ｈ
崩

曾

一
籔

皇
項
切
規
定

に

よ

ｏ

払

担

み

壱

畳

け

竜

＾
ム
ロ
た

阻

石
．
〕

■
－

卍

第
一一

裏

の
Ｅ

の

吹

ヒ

次

の
一

免

癌

伽

見

君
．

ｊ

「
ヰ

善
一
萎
一．「

臭

馨

突

窒

績
、

耀

禽

嬰
八
秀
＝
第
三
謁

塞

呈
ｏ
髭

聾

墓

轟

金
岩

薯

落

濯

穣
迦
慧

春

蓬

嘗
、
兵

書

琶
下

鼠

蓋
知
鋏
葛
毫

欝
融

省
理
財
局
甚

に
、．
卿
舳
牌
榊
谷
田
齪

に
引
い
芯
は

目
津
堪
行
本
店
忙
，

遺
何
し
な
時
血
吐
な
射
な
帖
｛
，」
の
ｏ
台

鵯

詳

鐸
雛
械
鳩
堰
｝
竪
４
｝
｛
奮
行
’
た
蜜
聾
墓
肩

婁

ぷ
交

果

警
嚢

袋

療
、
嘉

蓋
規
墨
四
士

奮
＝
窒

碧
霊

至

墨
人
蔓
帖
男
蓑

団
体
窒

塞

婁
込
葦

蕎

董

養
、．
こ
塞

擢
し
て、

握

蓋

智
鞄
１・
轟

蓋

霧

墓
肋

局

長

に
、

蚊

納

に

梛

｛

記
僚

忙

コ

い

τ

は

日

本
堪

行

本
店

忙
，一

送

佃

Ｌ

壮

け

れ
ほ

な

呂

な

い
■
里
Ｌ
田

Ｏ
合

塁

帖

て
，

目
本
獺
行
歳

入
代
理
店

は
、

領
収
肚
■

壱
払
込

蓄

行

嘉

抽
人
等

蓋

地
カ
公
共
団

雀

蓋

芋

ケ

…

荏
理

し

な

い
・

蓋

奉

墨
窒
事
・
雫
芒
普

塵

夷
切
三一
き

蟹

黒
汽
翻
猷
乞

戴
討

＾
堪

λ

融
収

官

箏

誼

規

理

の

一

部

曲

正
Ｕ

■

－
。

宅
集

突
砒
誓
ξ

姦
謁
一
盟
二
十
吉
芙

薯
令
書
四
十

…

２

襲

窒

当

轟
正
す
る・

弟
。
十

麦

寛
出
し
中

日

窪

賛

三
口
援

蓼
・、
ヒ
肇
、
同
奉

睦

萎

三
碧

量

雫

に

「
又

暗

第
一」
十

一

集

面

六

境

一

項

第

七
号
ｋ

包
加

え

一
垣

収

詰

呑
の

遍
知

崔
』
。
崔

，
慣

収

靖

珀

田

珂

知

又
は

旧
軌

済

通
知

仙
盟
、^

目
ｏ
金

親
邊
第
十
曲

条
切

五
瑛
ぴ
特

別
手
協
鏑
三
崇
箏
九

項
に
規

旭
前
乱

慣
帆
流
珂

町
仙
軸
旧
囲

る
Ｊ

壱
」

に

改

畠
，
「
当

眩

籟
収

済

田

遍

知
」

肥

下

忙

『
又
は

伽

収

済

遍

却

何
報
」

を

加

え

｛

＾
邊

入
蛯
出

外
の
国
ｏ
内

移
邊

に
四
す
昌
規
則
の
一
鵠
改
正
〕

。
鵠
す
常
｝
出
岩

里
内
蓬
ヒ
字
る
竈

窮
、一
手
ま

溶

湧
十
豊
，
蓑

萎

よ
畠

覧
二
集
中

■
支
出
官
口
講
規
程

＾
咀
和
＝
十

二
牛
犬

薯

令

荒
九
十

西
号
〕

別
冊
第
十
六
号
■
式
」

壱

「
財
政
刷

貴
賀
金
出
舳

及
ぴ

吐
，
邊
腫
規
則

一＾
昭

和
四
十

九
年
大
竈
省
令

第
＝
十

二
号
〕

別
細
第
＝
号
ｉ
式
」

１＝
■
第
十
集
拍

一

項
」

壱

≒
第

＝
集

捕

四

号
」

ヒ

改

曲

る
．

胴

則

・

．

■

■

＾
加

行

期

臥
〕．
；
」
｝

ヨ

集
．。一
魯
令
㌣
平

畢

章
四
呈

鼻

嘉
行
茗
．

養
し．

霧

沓

蔚

蕃
理
鷲

曼

爵

臓
雲
土
霜
岡
霧
支
豊

警
棟
嚢
合
妻
局
婁

葛
Ｊ
育

昌

霧

妻

聖

一
雀
出
顯
嚢

番

萱

鎧

嚢

薯
む．一
蕃
む．
附
墨
三
奮

責

高
じ．一
嘉
し

手

葦
申
呵

眉
出
蓋

甥

碁

に

掘

る

親

定

ヒ

包

い

て

は
、

公

布

固

目
か

昌

施
行

す

る
．

＾
地

カ

讐

金

ー二

係

る

握

辿
措

口
〕

＾
一
一
鼻

地

方

竈

金
忙

つ
い

て

肚
，

平

戒
十

七

年

豆

月

三

十

一

日
ま

で

忙

取

ｏ

扱

ｏ

た

も

田

は
、

な

お

従

前

の

例

忙

よ

る
ー
」

と

が

で

曽

昌
．

＾
申

｝

讐
ヒ

係
呂

幅

肥
拍

口
ｕ

＾

三

鶉

こ

の

省
命

画

施

行

軸

忙

睦

令

の

規

定

屹

よ

鉋

尉

鴉

共

雷

が

し

た

遍

知

モ

晒

他

伽

行

曲

肚
、

こ

の

省

令

晒

施

行

僅

時
、

－」
田

告
令

固

施
行

椌

の

法

令

切

相

当

規

定

１＝

皇

づ

い

て

財

読
⊥
＾
臣

加

Ｕ

た

掘

知

そ

の

他

田

行

益

と

西

な

す
．

２

｝」
の
右

令

切

施
行

前

忙

法

令

晒

規

定

忙
よ

Ｏ

財
訪
⊥
＾
臣

に

対

Ｌ

て

さ

れ

て

い

る
申

田
■

眉

出

モ
切

他

の

行

為

咄
、

勇

省
令
晒
加
行
捜
直
，

景

著

令

塞

行
償
切
怯
令
田
抽
当
規
定
ヒ
基
づ

宅

霧

犬

臣
忙
対
し

て
芭
れ
た
申

明

届
出

モ
⑭

他

の

行

お

と

み

な

す
．

＾
聾

奪

に
躰
看
…咀
邊
拍
－
昌

口

四
集
．
∴
平
成

十

七

年

三

月
分

忙

偶
呂

財

瞭

融

日
竈

金

蠣

冊
金

月

計

突

合

ま

及

ぴ

財

政

融

黄
描

金

拮

託

金

理

払

計

算

表

田

作

成

馨

旧

査
に

コ
い

て

は
、
“
な

畠

従

前

晒
例

忙

よ

る
．

２
一

平

疵

十

七

年
五

月

三
十

一

日
ま

で

切
珀

披

い

に

係

る

財

政

融
貰

資

金

受

払

集

計

去

の

作

戚

忙

つ

い

て

は
■

な

培

従

前

の

例

に

よ

畳
．

＾
餐

の
特
埋

竈

祖

鶉
一

匡

の
省

令

切

軸
行

切

原
、

現

に

存

す

る
’」
の

沓

令

に

よ

る

改

正

前

田

報

式
に

よ

る

用

紙

は
，

当

分

固

問
，

こ

れ

屈

萌
ｏ

拍

い

使

用

す

暑
，」
と

が

で

吉

る
．

○

口
生

償

魯

令

竈

豆

十

＝

号

吉

，
同

粂

鏑

一

項

鏑

一

月

イ

…
、

倒
、

㈲
，

例
■

倒
，

㎜
、

彗

桂

＾
咀
和
三
十
五
年
桂

轟

百
四
十
五

号
〕

在
莫

晒
又
は
岨
』

に
故
曲
、

同

乗
簾
一

号
イ
中

；
睦
第
二
十
三

莇
す
右

た
由
，

及
ぴ

彗

抽

寝

手
描

料
令

＾
平
戚
十

穴

索

に
よ
』
｝
用
す
着
場
合

崔
含
軸
Ｊ
」

を

削

角

年

政
令

舘

九

十

一

号
〕

第

七
集

第

一

項

並
ぴ

に

茄

囲

項

岬

一

鏑

四
集

崔

削

る
．

規
定
ヒ
竈
づ
き
、

彗

桂
田
餉

手
蚊
科

規
則
画
一
部
を
故

嗣

剛

正
す

る

拍

令

崔

次

の
よ

う
ヒ

定

め

る
．

＾
施

行

期

日
〕

平
成

十

七

年

三

月
三

十

目

簑

一

集

｝」
晒
省

令

は
、

平
戒

十

七

年

四

月

一

日

か

昌

施

＾
生

朗

ｏ

夫

臣

月

辻

秀

久

行

す

る
．

薯

法

肥
係
手

鋒

規
則
の
一
部
虐
改
正
す
呂
省

＾
黎
■
法
施
行

規
則
田
一
部
曲
正
）

令

珀

二

集

・

薬

事

法

施

行

規

則

粛

和

三

十

六

年

用

生

省

令

藁
■

抽
固

価

手

藪

料

規

則

＾
平

威

十

＝

年

＾

生
省

令

撒
．
」

第
一

号
〕

晒

一

部
崔

茨

切

よ
う

に

改

出

る
．

六
士

婁

裏

宝

是

整

す
着
．

－

第
＝

暮

十
Ｅ

秦

一

霧

一
号
二
中
一
萎

跨

係

第
一
条
１＝
次
の
一
項
甚
加
え
畳
．

手

轟

令

＾
平
成
十
＝
年
政
帝
第

六
十
七
号
〕

第

三
条
第

呈

前

＝

項

の

規
走

ヒ
よ

ｏ

抽
付

し

た

手

整
押
は
，

当

該

一

項

イ

ω
』

を

『
蟷

■

法

関

価

宇

識

岬

令

＾
平

戒

十

六

年

申

｝

閉

許

可

砦
し

く
肚

竜

眈
吉

れ

な
か

「

た

場

台

又

暗

政

令

蝋

九

十

一

号
〕

窮

七

集

第

一

項

一

号

イ

…
」

と

改

め

当

噛

申

蠣

の

取
下

研

が

畠

ｏ

た

邊

台

１＝

由

い

て

も
、

遁

る
．

○
し

奮

．

ｂ

＾
林
水
虜
省
“
竈

四
十
号

籔

二
集

壱

茨

の

よ

う

に

政

出

君
．

薬
“

澁

田

係

宇

敦
料

令

｛
平

成

十

七

年

政

令

第

九

十

一

＾
口
生

男

ｏ

讐

令

で

定
め

る

体

外

睦
蜴

用

匡
螂

品
〕，

号
〕

第

五

条

錆

四

項

＾
同
令

鏑

六

条
錨

三

項
、

第

七

条

第

口
一

真

、
薯

桧

擦

手
鼓

岬
令

＾
以
下

「
手

鋒

命
一■－

一一一
項
一

第
＾
集

鈍
三

弔

第
九
貞

塞
二
項
、

第
十

一
条
第

と

い

う
Ｊ

蠣

七
集

第
一

嚢

一

号

イ
㎜

の

月

生

労

Ｏ

省

■
四

項

壇

ぴ

蜻

十

三

条

第

三

項

に

お

い

て

串

用

す

る

堀
合

崔

令

で

定

由

畳
俸

外

蛯

断

用

厘

萢

品

は
，

手

敏

刺

令

第

七

含

む
Ｊ

の

規

定

ヒ

甚

づ

音
．
及

ぴ

同

令

吉
臭

施

す

る

た

串

集
第
一

羽
第
一
号

イ
岨
ー二

担
げ
る
体
外
睦
断
用
届
鶉
品

皿
物
用
医
典
品
勒

手
撒

糾
規
則

＾
平
戚

十
二
牛
蝿
林
水
由

と

超

み

台
わ

せ

て

一

体

と

曲

君

体

外

睦
断

用

国
蘂

晶
と

省

令
弟

五

十

二

号
〕

の

全

部

崔

改

正

す

る

省

令

左

茨

田

よ

す

昌
．

う
１：
定

め

角

壼
一
嘉

中

、
第

三

免

第

四

項
」

崔

『
覧

七

条

第

四

項
」

平

戒

十

七

年

三

月

三

十

日

ヒ
、
周

秦
一
轟

；
イ
叫

同

岡

望

碕
一

鹿
禁
産

畜

膏

幕


